
橋本市上下水道事業管理告示第６号 

 

 橋本市下水道排水設備指定工事店条例（平成１８年橋本市条例第２０１号)第

１６条第１号の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

 

令和６年３月３１日 

 

                   橋本市長 平木 哲朗 

                    

 

 

１．新たに指定した工事店 

 

指定番号  工 事 店 名  

 ２３５ ミモザ 

２３６ 中沢電気設備工業 かつらぎ・橋本営業所 

２３７  株式会社 スミエイ 橋本営業所 

 ２３８ 宮本設備工業 橋本営業所 

 

 

   ２．指定工事店の指定の効力が生じる年月日 

 

     令和６年４月１日 

 

 

 

 

 


